
 

 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓会議」 

 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ８ 日 

SDGs 推進本部幹事会決定 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日 

一 部 改 正 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

一 部 改 正 

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日 

一 部 改 正 

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ ０ 日 

一 部 改 正 

令和６年１０月３０日 

一 部 改 正 

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ２ 日 

一 部 改 正 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ４ 日 

一 部 改 正 

 

１．目的 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた我が国の取組を広範な関係者が協力して

推進していくため、行政、ＮＧＯ、ＮＰＯ、有識者、民間セクター、国際機関、各種団体等

の関係者が集まり、意見交換を行う「ＳＤＧｓ推進円卓会議（以下「円卓会議」という。）」

をＳＤＧｓ推進本部の下に開催する。 

２．会議の内容 

（１）政府によるＳＤＧｓ実施指針（以下「実施指針」という。）の策定に向けた意見交換

を行う。 

（２）実施指針策定後は、実施指針の取組状況の確認や見直しに係る意見交換を行う。 

（３）その他、我が国のＳＤＧｓ達成に向けた取組に係る意見交換を行う。 

（４）必要に応じ、分野横断的な課題の解決のため、円卓会議分科会（以下「分科会」とい

う。）を立ち上げ、議論する。 

３．開催時期・回数 

平成２８年度に２回程度を目途として開催し、平成２９年度以降も、必要に応じて開催す

るものとする。分科会の議論は、基本的に１年間を区切りとする。 

４．事務局 

円卓会議及び分科会の開催に係る事務は、外務省その他関係行政機関の協力を得て、内閣

官房において処理する。 



 

 

５．構成員・参考人・オブザーバー 

（１）円卓会議の構成員は別添１及び２のとおりとし、必要に応じて、議題に関係する者を

参考人又はオブザーバーとして出席させることができる。なお、必要に応じ、今後構

成員を一部変更することも妨げられないものとする。 

（２）円卓会議の民間構成員の任期は、２年とする。ただし、補欠の民間構成員の任期は、

前任者の残任期間とする。民間構成員は、再任されることができる。民間構成員の任

期が満了したときは、当該民間構成員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務

を行うものとする。 

（３）円卓会議の民間構成員は、円卓会議の事務局と協議の上、必要に応じ、実施指針に関

する幅広い意見交換の場を設けることができる。意見交換の結果については、民間構

成員から円卓会議に報告するとともに、必要に応じ、関係府省庁からＳＤＧｓ推進本

部に報告するものとする。 

 

６．円卓会議の公開等 

円卓会議の開催及びその構成員は事前に公表し、会議の冒頭部分は原則として公開で行う

ものとする。また、会議資料及び議事要旨を後日公開する。ただし、会議資料について、公

開することにより会議の円滑な実施に影響が生じるおそれがある場合には、資料を公開しな

いこともできる。 

 



 

 

（別添１） 

 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓会議」 

民間構成員一覧 

 

氏名 所属・役職 

飯塚 恵子 株式会社読売新聞東京本社 編集委員 

稲場 雅紀 グローバルヘルス市民社会ネットワーク 代表 

上野 貴弘 一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 研究推進マネージャ

ー（サステナビリティ） 上席研究員 

遠藤 良則 株式会社滋賀銀行 常務取締役 

大西 連 自立生活サポートセンター・もやい 理事長 

小熊 栄 日本労働組合総連合会 副事務局長 

蟹江 憲史 慶應義塾大学大学院 教授 

木村 麻子 令和６年度日本商工会議所青年部 直前会長 

株式会社ＰＲ 代表取締役 

河野 康子 一般財団法人日本消費者協会 理事 

ＮＰＯ法人消費者スマイル基金 理事長 

勢一 智子 西南学院大学 教授 

千葉 宗一郎 Ｙ７/Ｙ２０ 会長 

サウザンドリーフ合同会社 会長 

西澤 敬二 日本経済団体連合会 審議員会副議長／企業行動・ＳＤＧｓ 委員長 

損害保険ジャパン株式会社 顧問 

比嘉 政浩 日本協同組合連携機構 代表理事専務 

三輪 敦子 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 所長 

一般社団法人ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク 共同代表理事 

山口 剛史 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 経営企画部サステナビリティ企画室 室長 

山口 凜 Japan Youth Platform for Sustainability（ＪＹＰＳ） 事務局長 

 

※１ 敬称略。五十音順。議題等により、参加者を追加することがある。 

※２ 関係府省庁の構成員は別添２のとおり 

 

 

  



 

 

（別添２） 

 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓会議」 

関係府省庁構成員一覧 

 

省庁名 課・室/役職 

外務省 大臣官房地球規模課題審議官 

内閣官房 内閣官房副長官補（内政・外政）付内閣参事官 

内閣官房 健康・医療戦略室参事官 

内閣府 大臣官房企画調整課長 

内閣府 男女共同参画局総務課長 

内閣府 地方創生推進事務局参事官 

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局参事官 

内閣府 総合海洋政策推進事務局参事官（安全保障・国際担当） 

内閣府 国際平和協力本部事務局参事官 

警察庁 長官官房参事官（教養・厚生・国際担当）  

金融庁 総合政策局総合政策課長 

消費者庁 消費者教育推進課長 

こども家庭庁 長官官房参事官（総合政策担当） 

デジタル庁 国民向けサービスグループ参事官 

復興庁 統括官付参事官 

総務省 大臣官房企画課長 

総務省 政策統括官（統計制度担当）付国際統計管理官 

法務省 大臣官房国際課長 

外務省 国際協力局地球規模課題総括課長 

財務省 国際局開発政策課長 

文部科学省  国際統括官付国際戦略企画官 

厚生労働省 大臣官房国際課長 

農林水産省 大臣官房参事官 

経済産業省 通商政策局国際経済部参事官 

国土交通省 総合政策局国際政策課長 

環境省 地球環境局国際連携課長 

防衛省 大臣官房企画評価課長 

国際協力機構 

（ＪＩＣＡ） 

企画部イノベーション・SDGs推進室長 

 

 


